
生駒市条例第２７号 

生駒市社会教育委員に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２１年１０月１日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市社会教育委員に関する条例等の一部を改正する条例 

（生駒市社会教育委員に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市社会教育委員に関する条例（昭和５６年７月生駒市条例第２０号

）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「１０人」を「１５人以内」に改める。 

（生駒市公民館条例の一部改正） 

第２条 生駒市公民館条例（昭和５６年７月生駒市条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第５条を次のように改める。 

 第５条 削除 

  第８条第１号中「法」を「社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）」に改

める。 

 （生駒市図書館条例の一部改正） 

第３条 生駒市図書館条例（昭和６１年１０月生駒市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

  第１条中「。以下「法」という｡｣を削る。 

  第５条から第８条までを削り、第９条を第５条とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


